
Ⅰ：基本施策【基本指標】 H15(現状) H26 H27 H28 H29 H30 R1 達成率評価 達成評価

１ 環境に配慮した森林づくりの推進 （長期目標） （長期目標）

33 35 36 36 36 36 36 38

達成率 40% 60% 60% 60% 60% 60%

49 58 65

達成率 57%

31,795ha 37,774ha 37,945ha 38,128ha 38,339ha 39,204ha 42,100ha

達成率 58% 60% 61% 64% 72%

64 56 64 64 60 54 54 90

達成率 62% 71% 71% 67% 60% 60%

20 － － - 19 - - 10

達成率 － － - 10% - -

２ 県民の協働による森林づくりの推進

30団体 163団体 150団体

達成率 111%

0箇所 14箇所 40箇所

達成率 35%

0箇所 169箇所 200箇所 222箇所 230箇所 273箇所 300箇所

達成率 56% 67% 74% 77% 91%

1,583人 11,845人 11,430人 6,675人 7,392人 5,695人 7,489人 13,000人

達成率 91% 88% 51% 57% 44% 58%

３ 森林資源の循環利用の促進

56,000m3 54,000m3 76,000m3 75,000m3 78,800m3 100,800m3 120,000m3

(56,000m3） (54,000m3） (75,000m3） (88,000m3） (76,000m3） (63,000m3） (120,000m3）

47% 45% 63% 63% 66% 84%

(47%) (45%) (63%) (73%) (63%) (53%)

４ 次代の森林を支える人づくりの推進

25箇所 89箇所 97箇所 118箇所 102箇所 108箇所 110箇所 100箇所

達成率 89% 97% 118% 102% 108% 110%

80ha（H20) 530ha 590ha 664ha 638ha 667ha 665ha 1,400ha

達成率 38% 42% 47% 46% 48% 48%

－ －

(1) 森林所有者等の意欲の高揚

411 地域の森林づくりを推進する集落数(集落)
※「地域の森林づくりを推進する集落」とは、集落ごとにぞれぞれ
の地域に応じた森林づくりについて話し合いの場が持たれ、共通
の理解のもとに森林整備が進められる集落のこと

　 森林経営に積極的に取り組む森林所有者等を育成するために、林業
普及指導員等が市町や森林組合、林研ｸﾞﾙｰﾌﾟなどと連携して、各地域
に出向き、情報提供や技術指導等意識の一層の高揚を目的として実施
している。積極的な地元への働きかけにより目標値以上の地域に意識
啓発できた。

A

★★★★
各指標の達成率
を平均し、★４つ
とした。

・森林経営計画の策
定状況など、施業面
積が伸びない理由に
ついて確認した上で、
経営管理制度の導入
などについても検討
すべき。

・滋賀県の森林経営計
画認定面積は約17千
ha、民有林の９％となっ
ている。森林施業の推
進のためには、境界明
確化が重要な課題と
なっているところ。
・森林経営管理制度
は、こうした課題に対応
する上で有効であるこ
とから、制度に取り組む
市町を支援することで、
施業面積の拡大につな
げてまいりたい。

(1) 県産材の利用の促進

311 県産材の素材生産量(m3)
※H29以降は県独自調査である森林組合系統および素材
生産業者への調査によるもの
下段（）内は農林水産省木材統計による数値

　木材統計の素材生産量は、前年76千m3から13千m3減少し63千m3で
あるが、県独自調査である森林組合系統および素材生産業者における
素材生産量は、年々着実に増加しており、約100千m3となった。
　今後も引き続き、幅広い利用や需要に応えていけるよう、目標達成に
向けて、素材生産の一層の拡大に取り組む必要がある。 B ★★★★

達成率84％のた
め★４つとした。

(2) 森林組合の活性化

421 森林組合の低コスト施業実施面積(ha)
※「森林組合の低コスト施業」とは、高性能林業機械等を活用
し、施業地の集約化や作業路網の整備等、効率的な作業システ
ムによる高い生産性を実現し、コストを削減する取組のこと

　効率的な低コスト施業を推進するために、森林組合に対してのプラン
ナー育成研修や高性能林業機械の導入支援などを行ったが、施業面積
が伸びなかった。今後も低コスト施業を推進するための研修や普及指導
など重点的に取り組む必要がある。

D

32,000m3(H20)

達成率

　里山を保全活動フィールドとして活用するだけでなく、ニホンジカ等の
獣害被害軽減対策としての緩衝帯整備や防災機能向上のために整備に
取り組む地域も増え、里山を管理する体制が広まっている。 A

(2) 県民の主体的な参画の促進
221 びわ湖水源のもりづくり月間の森林づくりへの参加者
数

　全国植樹祭関連イベントが行われたことにより、前年に比べ参加人数
が増加した。引き続き、全国植樹祭による機運づくりもふまえて、月間の
普及啓発も含めてＰＲを拡大する必要がある。

C

★★★★
各指標の達成率
を平均し、★４つ
とした。

・新型コロナウイルス
の感染拡大に伴い、
社会情勢が当初の想
定から変わり、３密を
避けた実施が必要と
なっていることから、
目標の達成について
今後どう評価するの
か、あるいはどのよう
に達成していくのか検
討すべき。

・森林づくり活動は、新
型コロナの影響をうけ
て、実施に一定制限が
かかるものの、屋外で
の小規模な実施は、３
密になりにくいことか
ら、コロナ禍における実
施可能な活動として、
注目されている面もあ
る。
 ・手洗いなどのコロナ
対策を徹底するととも
に、３密になりにくい点
を活かしながら県民の
参画を促進し、目標が
達成できるように努め
てまいりたい。

　 里山の整備・利活用の推進
(221) 里山整備協定林の数（箇所・累計）
※Ｈ２６までの指標

(1) 多様な主体による森林づくりへの支援
211 協定を締結して整備する里山の箇所数（累計）
※Ｈ２７からの指標

（この指標については前回調査から５年後を目途に調査します）

－

　県民の主体的な参画の促進
(211) 森林づくり活動を実践している市民団体等の数(団
体・累計)
※Ｈ２６までの指標

・今後も災害の生じ
る可能性があること
から、危険個所に
ついて注視するとと
もに、予防的措置
が講じられるようし
て欲しい。

・引き続き治山事業に
よる山地災害の復旧に
努めるとともに、近年の
気象災害の頻発によ
り、風水害等による倒
木の危険性が高まって
いることから、ライフライ
ンの保全を目的とし、市
町や電力会社等の関
係者と連携した予防的
な取組を検討してまい
りたい。

(112) 治山事業による保安施設整備割合（累計）（％）
※保安林面積に対する保安施設整備面積の割合

※Ｈ２６までの指標

112 治山事業による保安施設整備面積（累計）
※Ｈ２７からの指標

　荒廃林地の復旧・予防等により県土の保全と保安林機能の増進を図る
ため治山事業による保安施設整備を実施した。厳しい予算事情の中で
新たな災害発生箇所の復旧を優先するなど効果的に実施した。
865ｈａ（45箇所）
　目標達成にむけ計画的な治山事業を行うよう、予算配分について政府
要望を引き続き行っていきたい。

B

121 除間伐を必要とする人工林に対する整備割合（％）

  利用期を迎え成熟する林分の増加に伴い、近年、搬出間伐の割合が
増加し、結果として間伐面積は減少する傾向にある。 また、国の補助メ
ニュー（環境林整備事業）が再編されたことにより間伐実施が減となっ
た。
　令和元年度については、複数の事業体で不適正事案が発覚したことで
事業実施が滞った。1446ha（目標2,677ha）

(1) 琵琶湖の水源林の適正な保全・管理の推進

　琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標等達成度に対する点検・評価シート

進捗状況
R2

(長期目標）
評価理由 審議会意見 対応方針

111 民有林に占める保安林面積の割合（累計）（％）

　森林の多面的機能を高度に発揮させるために、新たに411haを保安林
に指定し、累計は67,010haで民有林(183,988ha)の約36%である。
　今後とも目標達成に向け、造林公社の返地や区有林などまとまった森
林の所有者に働きかけていきたい。

C

★★★
各指標の達成率
を平均し、★３つ
とした。

(2) 持続可能な森林整備の推進 C

(3) 生物多様性の保全に向けた森林づくりの推
進

131 下層植生衰退度３以上の森林の割合
※衰退度３は半数以上の森林で高木の後継樹が消失、傾斜地
では約10%の森林で強度の土壌浸食が発生する衰退度
※現状値：平成24年度

基本施策・戦略プロジェクトの達成率の評価 ★★★★★：90%以上 ★★★★ ：70－89% ★★★：50－69% ★★：30－49% ★：30%未満
個々の取組みの達成率の評価 Ａ ： 90%以上 Ｂ ： 70
－89% Ｃ ： 50－69% Ｄ ： 30－49%  Ｅ ： 30%未満

達成率の計算方法

①実績が単年のもの ： R1実績値／R2目標値

②実績が累計のもの ： （R1実績値－H15現状値)／（R2目標値－H15現状値)



　琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標等達成度に対する点検・評価シート

H26(現状) H27 H28 H29 H30 R1 進捗状況 R2(目標） 達成率評価 達成評価 評価理由 審議会意見 対応方針

2,227ha 2,938ha 2,354ha 2,059ha 2,137ha 1,742ha 3,100ha

達成率 95% 76% 66% 69% 56%

1,408ha 1,974ha 2,455ha 2,839ha 3,383ha 3,831ha 7,000ha

(1,023ha) (1,436ha) (1,745ha) (2,060ha) (2,477ha)

達成率 10% 19% 26% 35% 43%

14,374頭 13,950頭 16,279頭 14,601頭 13,103頭 15,803頭 19,000頭

達成率 87% 102% 77% 69% 83%
（H32の目標

15,000頭）

46箇所 57箇所 60箇所 58箇所 61箇所 45箇所 75箇所

達成率 76% 80% 77% 81% 60%

0市町 － － － － 19市町 11市町

達成率 173%

68団体 76団体 80団体 81団体 83団体 82団体 160団体

達成率 9% 13% 14% 16% 15%

23箇所 23箇所 23箇所 23箇所 24箇所 25箇所 35箇所

達成率 0% 0% 0% 8% 17%

－ － － 139主体 446主体 280主体

達成率 50% 159%

－ － － － 2地域 5地域

達成率 40%

16施設 10施設 12施設 14施設 8施設 8施設 20施設

達成率 50% 60% 70% 40% 40%

32,109m3 36,865m3 46,244m3 54,981m3 55,020m3 64,750m3 65,000m3

達成率 57% 71% 85% 85% 100%

10,012m3 17,818m3 31,629m3 40,193m3 44,009m3 50,425m3 40,000m3

達成率 45% 79% 100% 110% 126%

－ － － 95,000m3 106,000m3 104,000m3 120,000m3

(81,000m3） (51,000m3）

79% 88% 87%

(68%) (43%)

16名 24名 26名 27名 28名 29名 30名

達成率 57% 71% 79% 86% 93%

4回 10回 7回 6回 9回 9回 15回

達成率 67% 47% 40% 60% 60%

0市町 2市町 5市町 7市町 7市町 17市町 19市町

達成率 11% 26% 37% 37% 89%

Ⅱ：戦略プロジェクト【6年間の取り組み】

１ 環境に配慮した森林づくり推進プロ
ジェクト

1-1  除間伐等の森林施業を実施した森林の面積
        ※除間伐を含む森林施業全体の面積

　利用期を迎え成熟する林分が増えており、近年、搬出間伐の割合が増加し、結
果として徐間伐等の森林施業の面積は減少する傾向にある。また、事業実施に当
たり、事業地の集約化等に多くの労力・時間を要しており、事業の進捗が滞ってい
る。さらに国の補助メニュー（環境林整備事業）が再編されたことにより間伐実施が
減となった。令和元年度については、複数の事業体で不適正事案が発覚したこと
で事業実施が滞った。

C

★★★

　緑化資材の種子配合や現地伐倒材の使用などに対する理解が進み、発注工事
の概ね9割において、生物多様性に配慮することができた。今後も、対象となる全
ての工事でこうした取り組みができるよう工夫していきたい。
　H30：　91%（61／67）　→　R1　88%（45/51）

C

（R1追加）
1-5  新たな森林経営管理の仕組みに参画する市町数（累
計）

　令和元年度に設立した滋賀県森林整備協議会には、全市町が構成員として参画
している。

・GIS上での合成公図
データは地形図や航空
写真と併せて使用する
ことにより、集落会議や
境界明確化作業に有効
である。
・現在、県では個人所有
の人工林を中心にGIS
データの合成公図を作
成し、市町に情報提供
しているところ。
・今後は、県が作成した
データを市町が境界明
確化を進める上で積極
的に利用していただくと
ともに、境界明確化が
実施できた区域より林
地台帳の精度の向上が
図られるよう併せて促し
ていきたい。

1-2  境界明確化に取り組んだ森林面積（累計）

※H30年度まで琵琶湖森林づくり事業による実績（下段（）内）を評
価対象としていたが、R元年度より森林環境譲与税による取組に
移行したため、評価の対象を境界明確化に取り組んだ県全体の
実績に変更することとします。

　H27から、県・市町で構成する協議会を設置し、情報共有等を図るとともに、手引
書の作成や研修会をするなど市町支援をおこない、境界明確化を図ってきたが、
不在村者の増加や森林所有者の高齢化および世代交代により林地の所有者や境
界の特定が以前に比べより困難になってきており、目標達成は難しい状況である。
令和元年度に市町と森林組合で構成する滋賀県森林整備協議会が設立された。
今後、県は、市町が主体となり森林境界明確化を推進できるよう森林整備協議会
を通して支援していく。

D

1-3  ニホンジカの捕獲数

　冬季の積雪がほとんど無く、農地や里地付近への出没が減ったことから計画ど
おりに捕獲が進まなかった。
（H27,28年度の捕獲目標：16,000頭、H29～R１の捕獲目標：19,000頭） B

1-4  生物多様性に配慮した治山・林道工事の箇所数

A

２ 多様な主体との協働により進める
森林・林業・山村づくりプロジェクト

2-1  活動をPRする森林づくり団体数(累計)

　森づくり活動団体のネットワーク化と情報をHPで一元的に発信することにより、活
動の活性化を目指ざす。様々な機会を通じて登録を呼び掛けたが、１団体減となっ
た。
　今後、優れた活動プログラムや団体の課題解決のための情報を掲載するなど、
団体の登録を促進する。

E

★★

令和元年度は地域からの応募に基づき計画どおりモデル地域を２箇所選定し、農
山村における地域資源を活かした取組をスタートさせた。令和２年度は更に３つの
モデル地域の選定を行い、農山村の活性化に向けた取組を拡大させる。 D

各指標の達成率
を平均し、★３つ
とした。

－

・境界明確化に関
係することとして、
林地台帳の整備等
と合わせ、どのよう
に境界に関わる情
報を得ようとしてい
るのか、地元の所
有者に聞くだけで
はなく、GIS上で、
今ある情報を整理
して所有者に見て
もらい、修正をして
いくと、比較的上手
く進むという話も他
県では聞いてい
る。

－

2-2  琵琶湖森林づくりパートナー協定（企業の森）締結数
(累計)

　令和元年度は１箇所の協定が締結できた。今後は、企業の要望に即した森林を
掘り起こすとともに、企業へのPRを積極的に行う。

E

（R1追加）
2-3  全国植樹祭における苗木のホームステイ・スクールス
テイに参加する主体数(累計)

　「苗木のホームステイ」について、令和元年度は応募の少なかった湖北・湖西地
域や下流府県にも協力を求め、合計で79件の応募をいただいた。特に下流府県に
ついては、大阪府・京都府下の8団体の応募をいただき、下流府県でも機運の醸成
を図っているところである。また、森林環境学習「やまのこ」と連携した「苗木のス
クールステイ」にも取り組み、県下の228校で苗木の育成を行っているところであ
る。

A

（R1追加）
2-4  森林・林業・農山村づくりモデル地域数(累計)

３ 森林資源の循環利用促進プロジェ
クト

3-1  びわ湖材を使用し整備した木造公共施設数

　びわ湖材を使用し整備された木造公共施設は、5市で8施設（保育施設3、社会福
祉施設1、港の待合室1、体育館1、消防施設1、市町施設1）で、びわ湖材が活用さ
れた。今後更に市町ほか関係機関との情報共有や連携を図りながら、公共施設へ
のびわ湖材利用が促進されるよう普及啓発に取り組んでいく。

D

★★★★
各指標の達成率
を平均し、★４つ
とした。

B

達成率

各指標の達成率
を平均し、★２つ
とした。

・びわ湖材を使用
した公共施設につ
いては、小型物
件、改修工事等を
含め、細やかに対
応し取組を進める
べき。
・達成率を上げる
工夫が必要。部分
的な使用であって
も効果は見込める
ので、例えば保育
施設の床材改修な
ど、具体的な提案
を市町村にもっと
行うべき。

・公共施設で県産材
利用を進めるにあ
たっては、小規模施
設の木造化や改修時
の内装木質化は大変
重要と考えている。
・今後、びわ湖材製
品の流通の円滑化や
市町・設計技術者へ
のびわ湖材製品につ
いての情報提供など
により、びわ湖材の
利用を進めてまいり
たい。

3-2  びわ湖材認証を行った年間木材量

　びわ湖材を取り扱う認定事業者は、令和元年度末時点で168者、認定した木材
量は、64750ｍ3（対前年度9,730ｍ3の増）となった。引き続き「びわ湖材」の普及と
認証制度の理解を醸成できるよう取組を支援する。 A

3-3  木材流通センターとりまとめによる原木取扱量

　県内各森林組合および造林公社との連携をすすめ、　B材を中心にC材の取り扱
いも増えたことにより、前年度より6,416ｍ3の取扱量の増となった。今後も引き続
き、需要者ニーズに安定して応えていけるよう取扱量の増、需要の開拓などの取
組を支援する。

A

（R1追加）
3-4  県内の素材需要量
※下段（）内は農林水産省木材統計による数値

　素材需要量は、木材統計によれば前年81千m3から30千m3減少し51千m3となっ
ているが、　県独自調査の需要量では、前年106千m3から2千m3減少し104千m3
でとなっている。
　近隣府県の木質バイオマス発電施設における木材チップの需要が増となり、県
内チップ工場のチップ生産が着実に増加しており、今後は県内外の需給状況の情
報共有等により需要喚起を図る。

－ －

4-2  自伐型林業育成研修の開催数

　自伐型林業を目指す県民、グループに対し、森林施業を始めとした指導、支援を
行っている。自伐型林業はある程度の組織基盤の前提上に活動が開始される事
例が多く、新規団体の発掘は難しい中、新たな支援事業も開始したが開催回数が
９回となった。新規団体の育成は厳しい状況であるが、引き続き支援や啓発を行っ
ていく。

C

4-3  乳幼児に向けた「木育」に取り組む市町の数

　市町による新生児などへの木製玩具の配布等の実施累計４市町（長浜市、湖南
市、多賀町、東近江市）、市町施設や民間企業等の木育コーナーの設置累計１５
市町（（大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、近江八幡市、東近江
市、日野町、彦根市、愛荘町、多賀町、長浜市、米原市、高島市）、木育インストラ
クターによる研修会の開催実施累計２市（甲賀市、彦根市）、木育イベントの実施
累計６市町（大津市、草津市、守山市、甲賀市、彦根市、高島市）。今後も県内にお
ける「木育」の幅広い取組につながるよう、普及啓発イベントやワークショップの開
催等により、「木育」の普及啓発を進める。

B

４ 次代の森林を支える人づくり推進プ
ロジェクト

4-1  認定森林施業プランナー数（累計）

　森林施業プランナーの技術、知識の向上を支援しており、技量が一定水準にあ
ることを示す資格取得の必要性の認識が高まり、平成27年度の大量合格後も着
実に取得者数が増えつつある。令和元年度も１名が合格したが、目標達成に向け
引き続き支援を行う。

A

★★★★
各指標の達成率
を平均し、★４つ
とした。

基本施策・戦略プロジェクトの達成率の評価 ★★★★★：90%以上 ★★★★ ：70－89% ★★★：50－69% ★★：30
－49% ★：30%未満

個々の取組みの達成率の評価 Ａ ： 90%以上 Ｂ ： 70－89% Ｃ ： 50－69% Ｄ ： 30－49% Ｅ ： 30%未満達成率の計算方法

①実績が単年のもの ： R1実績値／R2目標値

②実績が累計のもの ： （R1実績値－H26現状値)／（R2目標値－H26現状値)


